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区 分 事 項 予 定 額 頁

千円

新 規
新型コロナウイルス感染症対策利用料金適用
施設の減収補塡

1,709,074 1
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令和３年度主な施策等一覧 
各局 

事 項 
（新規）新型コロナウイルス感染症対策 

利用料金適用施設の減収補塡 
草案頁 

38.46.47.48 

49.50.51.52 

56.57.66.67 

予 定 額 １，７０９，０７４千円 

事業の概要 

 

１ 趣旨 

  施設の適正な管理運営に支障をきたすことがないよう、利用料

金適用施設において新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

る収入の減収が生じた場合に、管理運営経費を上限に減収を補塡

するもの。 

 

２ 内容 

                       （単位：千円） 

所 管 局 対 象 施 設 予 定 額 

スポーツ 

市民局 

総合体育館、瑞穂運動場、スポーツセ

ンター、体育館、港サッカー場、名城

庭球場、東山公園テニスセンター、市

営プール、鶴舞公園多目的グラウン

ド、地区会館、男女平等参画推進セン

ター 

900,700 

観光文化 

交流局 

公会堂、市民会館、音楽プラザ、旧川

上貞奴邸、国際センター、国際会議場 
705,327 

緑政土木局 

久屋大通庭園、庄内緑地、有料自転車

駐車場、道路地下等駐車場、東谷山フ

ルーツパーク 

101,727 

教育委員会 
生涯学習センター、志段味古墳群歴史

の里 
1,320 

合   計 1,709,074 

   

 

 

担 当 課 

スポーツ市民局総務課         電話９７２－４４０４ 

観光文化交流局総務課         電話９７２－３１０６ 

緑政土木局企画経理課         電話９７２－２４５５ 

教育委員会企画経理課         電話９７２－３２７１ 
 

 


